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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 3月 25日 (2004.3.25)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
透 明 性 を 有 す る 第 １ お よ び 第 ２ の 基 板 と 、 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 基 板 間 に 挟 持 さ れ た 液 晶
層 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に お け る 前 記 液 晶 層 側 の 面 に 形 成 さ れ た 透 明 電 極 と 、 前 記 第 ２ の 基
板 に お け る 前 記 液 晶 層 側 の 面 に 形 成 さ れ た 反 射 層 と 、 当 該 反 射 層 の 上 面 に 形 成 さ れ た 着 色
層 と を 具 備 す る 液 晶 装 置 で あ っ て 、
前 記 反 射 層 と 前 記 着 色 層 と の 間 に は 、 形 成 さ れ た 前 記 反 射 層 の 領 域 を 覆 う よ う に 保 護 膜 が
形 成 さ れ て な り 、 当 該 保 護 膜 に よ っ て 前 記 反 射 層 と 前 記 着 色 層 は 隔 て ら れ て い る こ と を 特
徴 と す る 液 晶 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 保 護 膜 は 、 前 記 反 射 層 の 酸 化 膜 を 含 む も の で あ っ て 、 前 記 保 護 膜 の 屈 折 率 は 、 前 記 反
射 層 の 酸 化 膜 の 屈 折 率 よ り 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 液 晶 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 保 護 膜 は 、 複 数 の 絶 縁 膜 が 重 ね 合 わ さ れ た 多 層 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 液 晶 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 液 晶 装 置 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 電 子 機 器 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し な が ら 、 こ の 液 晶 装 置 で は 、 複 屈 折 効 果 と 検 光 作 用 と に よ り 光 を 着 色 し て い る た め
、 色 再 現 性 が 悪 い と い う 問 題 点 を 有 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
ま ず 、 上 記 第 １ の 目 的 を 達 成 す る た め の 液 晶 装 置 に 適 用 す べ く 、 本 発 明 の 液 晶 装 置 は 、 透
明 性 を 有 す る 第 １ お よ び 第 ２ の 基 板 と 、 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 基 板 間 に 挟 持 さ れ た 液 晶 層
と 、 前 記 第 １ の 基 板 に お け る 前 記 液 晶 層 側 の 面 に 形 成 さ れ た 透 明 電 極 と 、 前 記 第 ２ の 基 板
に お け る 前 記 液 晶 層 側 の 面 に 形 成 さ れ た 反 射 層 と 、 当 該 反 射 層 の 上 面 に 形 成 さ れ た 着 色 層
と を 具 備 す る 液 晶 装 置 で あ っ て 、 前 記 反 射 層 と 前 記 着 色 層 と の 間 に は 、 形 成 さ れ た 前 記 反
射 層 の 領 域 を 覆 う よ う に 保 護 膜 が 形 成 さ れ て な り 、 当 該 保 護 膜 に よ っ て 前 記 反 射 層 と 前 記
着 色 層 は 隔 て ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
本 発 明 に よ れ ば 、 金 属 膜 と 着 色 層 と が 保 護 膜 に よ っ て 隔 て ら れ て い る の で 、 着 色 層 を 形 成
す る 際 に 金 属 膜 表 面 が 劣 化 し な い 。 そ の た め 金 属 膜 の 反 射 特 性 が 良 好 な 半 透 過 反 射 型 ま た
は 反 射 型 の 液 晶 装 置 が 実 現 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
ま た 、 本 発 明 の 液 晶 装 置 は 、 前 記 保 護 膜 は 、 前 記 反 射 層 の 酸 化 膜 を 含 む も の で あ っ て 、 前
記 保 護 膜 の 屈 折 率 は 、 前 記 反 射 層 の 酸 化 膜 の 屈 折 率 よ り 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 。
保 護 膜 の 他 例 と し て は 前 記 金 属 の 酸 化 物 以 外 の 酸 化 物 、 有 機 絶 縁 膜 又 は 窒 化 物 を 用 い る こ
と が で き る 。 前 記 金 属 の 酸 化 物 以 外 の 酸 化 物 と し て は Ｓ ｉ Ｏ ２ 等 の 酸 化 シ リ コ ン 、 前 記 有
機 絶 縁 膜 と し て は ア ク リ ル 樹 脂 、 窒 化 物 と し て は Ｓ ｉ ３ Ｎ ４ に 代 表 さ れ る 窒 化 シ リ コ ン が
上 げ ら れ る 。 金 属 膜 材 料 の 酸 化 物 以 外 の 酸 化 物 を 保 護 膜 と し て 用 い た 場 合 に あ っ て は 、 屈
折 率 が 小 さ い こ と に よ り 反 射 率 の 低 下 が 抑 え ら れ る 、 有 機 絶 縁 膜 を 用 い た 場 合 に は 、 ス ピ
ン コ ー ト 、 ロ ー ル コ ー ト 等 に よ り 容 易 に 保 護 膜 を 形 成 で き る 、 窒 化 物 を 用 い る 場 合 に は 、
屈 折 率 が 小 さ い こ と に よ り 反 射 率 の 低 下 が 抑 え ら れ る と い う 利 点 が あ る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
ま た 、 本 発 明 の 液 晶 装 置 は 、 前 記 保 護 膜 は 、 複 数 の 絶 縁 膜 が 重 ね 合 わ さ れ た 多 層 膜 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 。
こ こ で 前 記 多 層 膜 は 、 上 記 し た 金 属 酸 化 膜 、 そ れ 以 外 の 酸 化 膜 、 有 機 絶 縁 膜 及 び 窒 化 膜 か
ら 選 ば れ る ２ 種 以 上 の 膜 を 適 宜 組 み 合 わ せ て 保 護 膜 と し て も よ い 。
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